
判決　平成１４年７月１２日　神戸地方裁判所　平成１２年(ワ)第２６７４号不当
利得返還請求（損害賠償請求を択一的に追加請求）事件
　　　　　　　　　　主              文
　１　被告は，原告Ａに対し，４２４１万６２００円及びこれに対する平成１２年
７月１５日から完済まで年５分の割合による金員を支払え。
　２　原告Ａのその余の請求，原告Ｂの請求をいずれも棄却する。
　３　原告Ａと被告との間に生じた訴訟費用は被告の負担とし，原告Ｂと被告との
間に生じた訴訟費用は同原告の負担とする。
　４　この判決の１項は仮に執行することができる。
　　　　　　　　　　事　　　　　　　実
第１  当事者の求める裁判
　１　原告ら（請求の趣旨）
　　(1)　次のア又はイの択一的請求
　　　ア　不当利得返還請求
　　　　ａ　被告は，原告Ａに対し，不当利得金４２４１万６２００円，及びこれ
に対する平成１２年７月１５日から完済まで商事法定利率年６分の割合による遅延
損害金を支払え。
　　　　ｂ　被告は，原告Ｂに対し，不当利得金３６６９万７０００円，及びこれ
に対する平成１２年７月１５日から完済まで商事法定利率年６分の割合による遅延
損害金を支払え。
　　　イ　損害賠償請求
　　　　ａ　被告は，原告Ａに対し，損害賠償金４２４１万６２００円，及びこれ
に対する平成１２年７月１５日から完済まで民法所定年５分の割合による遅延損害
金を支払え。
　　　　ｂ　被告は，原告Ｂに対し，損害賠償金３６６９万７０００円，及びこれ
に対する平成１２年７月１５日から完済まで民法所定年５分の割合による遅延損害
金を支払え。
　　(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
    (3)　この判決は仮に執行することができる。
  ２　被告（請求の趣旨に対する答弁）
　　(1)　原告らの請求をいずれも棄却する。
　　(2)　訴訟費用は原告らの負担とする。
第２　当事者の主張
　１　原告ら（請求原因）
　　　原告らは，本訴の請求原因として，次の(1)又は(2)を択一的に主張する。
    (1)　不当利得返還請求
　　　ア　リース契約及び売買契約の締結等
        (ア)　原告Ａ関係
          ａ　本件リース契約１の締結
　　　　　　　原告Ａは，平成６年２月２０日，甲との間で，次のようなリース契
約（以下「本件リース契約１」という。）を締結した（甲１）。
            ・　リース物件　　プレハブ用パネル釘打機ライン装置一式（以下
「本件釘打機」という。）
            ・　リース期間　　１０８か月
            ・　リース料　　月額１２７万２８００円（別途月額３万８１８４円
の消費税）
            ・　支払期日　　初回リース料は本件リース物件引渡時，２回目以降
は本件釘打機引渡しの翌月から毎月１日
          ｂ　本件売買契約１の締結等
            (ａ)  原告Ａは，本件リース契約１に基づき，本件釘打機を購入する
ことになった。本件釘打機の購入先は，当初は，甲の希望により乙とされていた
が，その後，甲からの要望により，平成６年９月２２日，被告から本件釘打機を購
入するものと変更された（乙１０）。
            (ｂ)　そこで，原告Ａは，平成６年９月下旬，被告との間で，次のと
おりの売買契約（以下「本件売買契約１」という。）を締結した。
            　・　引渡日　　平成６年１０月１日
              ・　目的物　　本件釘打機
　　　　　　　・　引渡場所　　甲の西紀工場



              ・　代金額　　１億０３９９万９１００円（本体価格１億００９７
万円，消費税３０２万９１００円）
          　(ｃ)　被告は，平成６年１０月１日，甲に本件釘打機を引渡すことに
より，原告に対する本件釘打機の引渡しを終えた。
            (ｄ)　そこで，原告Ａは，平成６年１０月３１日，被告に対し，本件
釘打機の売買代金１億０３９９万９１００円（本体価格１億００９７万円，消費税
３０２万９１００円）を支払った（乙７の１）。
        (イ)　原告Ｂ関係
          ａ　本件リース契約２の締結
　　　　　　　原告Ｂは，平成６年３月２７日，甲との間で，次のようなリース契
約（以下「本件リース契約２」という。）を締結した（甲５）。
            ・　リース物件　　本件釘打機
            ・　リース期間　　１０８か月
            ・　リース料　　月額１１３万４０００円
            ・　支払期日　　初回リース料は本件釘打機引渡時，２回目以降は本
件釘打機引渡しの翌月から毎月１１日
          ｂ　本件売買契約２の締結等
            (ａ)  原告Ｂは，本件リース契約２に基づき，本件釘打機を購入する
ことになった。本件釘打機の購入先は，当初は，甲の希望により乙とされていた
が，その後，甲からの要望により，平成６年５月１日，被告から本件リース物件を
購入するものと変更された（甲６）。
            (ｂ)　そこで，原告Ｂは，平成６年７月２０日，被告との間で，次の
とおりの売買契約（以下「本件売買契約２」という。）を締結した。
            　・　引渡日　　平成６年７月２０日　
              ・　目的物　　本件釘打機
              ・　代金額　　９２７０万円（本体価格９０００万円，消費税２７
０万円）
　　　　　　　・　引渡場所　　甲の西紀工場
          　(ｃ)　被告は，平成６年７月２０日，甲に本件釘打機を引渡すことに
より，原告Ｂに対する本件釘打機の引渡しを終えた。
            (ｄ)　そこで，原告Ｂは，平成６年７月２９日，被告に対し，本件釘
打機の売買代金９２７０万円（本体価格９０００万円，消費税２７０万円）を支払
った（乙２の２，乙３の３）。
      イ　被告の詐欺，原告らの契約解除・取消し等
　　　　(ア)　被告の詐欺
          ａ　本件リース契約１・２，本件売買契約１・２の対象物件である本件
釘打機は同一物件であり，本件リース契約１・２，本件売買契約１・２は，二重リ
ース，二重売買に該当する。
          ｂ　甲と被告（担当者であるｙ部長）は，当初から，あるいは遅くとも
平成６年５月１日までには，互いに通謀の上で，本件釘打機の二重リース，二重売
買を行う意図ないしは計画を有していたのである。
          ｃ　すなわち，被告（ｙ部長）は，本件リース契約１・２，本件売買契
約１・２は，甲との通謀によりなされた二重リース，二重売買であるにもかかわら
ず，あたかも正常なリース契約，売買契約であるかのように見せかけて原告らを欺
き，そのように誤信した原告らをして，本件リース契約１・２，本件売買契約１・
２を締結せしめたのである。
          ｄ　したがって，本件売買契約は，被告（ｙ部長）の詐欺によるもので
ある。
        (イ)　原告らの契約解除・取消等
          ａ　契約解除
　　　　　　(ａ)　甲は，平成１０年７月３１日，大阪地方裁判所で破産宣告を受
けた（甲１０）。
            (ｂ)　そこで，原告Ｂは平成１０年８月５日付の内容証明郵便で，原
告Ａは平成同年８月７日付の内容証明郵便で，甲破産管財人に対し，本件リース契
約１・２を解除する旨の意思表示をした（甲１４，１５）。
          ｂ　契約取消し
            (ａ)　原告らは，本件リース契約１・２，本件売買契約１・２の締結
当時，同契約が甲及び被告の共謀による詐欺によるものであることを知らなかっ



た。
　　　　　　(ｂ)　しかし，平成１０年７月３１日の甲の破産宣告を契機に，原告
らが本件釘打機の調査・確認を行ったところ，平成１０年９月ころに，前記(ア)の
事実（甲及び被告の共謀による詐欺の事実）が判明するに至った。
            (ｃ)　そこで，原告らは，平成１２年７月１３日付の内容証明郵便で
もって，被告に対し，被告の詐欺を理由に本件売買契約１・２を取消す旨の意思表
示をなし，同意思表示は同月１４日被告に到達した（甲１１，１２）。
      ウ　原告らの売買代金返還請求権
　　　　(ア)　本件釘打機の売却処分
        　ａ　原告Ａは，平成１２年１月２６日，甲の破産管財人の了解を得て本
件釘打機の返還を受け，これを丁に１万円で売却した（甲１６）。
  　　　　ｂ　そして，原告らは，上記売却代金を折半して，各５０００円を未払
リース料残債権の支払に充当した。
　　　　(イ)　売買代金残額
　　　　　　原告らの詐欺を理由とする本件売買契約１・２の取消しの意思表示に
より，原告らは，被告に対し，次のとおりの売買代金返還請求権を有している。
        　ａ　原告Ａ
            　売買代金額（本体価格）１億００９７万円から回収済リース料５８
５５万３８００円（甲１７）を控除した残額４２４１万６２００円
        　ｂ　原告Ｂ
            　売買代金額（本体価格）９０００万円から回収済リース料５３３０
万３０００円（甲１８）を控除した残額３６６９万７０００円
      エ　結  論
          よって，原告らは，被告に対し，次の各金員の支払を求める。
　　　　(ア)　原告Ａの請求
            不当利得金４２４１万６２００円，及びこれに対する平成１２年７月
１５日（本件売買契約１の取消しの翌日）から完済まで商事法定利率年６分の割合
による遅延損害金
　　　　(イ)　原告Ｂの請求
            不当利得金３６６９万７０００円，及びこれに対する平成１２年７月
１５日（本件売買契約２の取消しの翌日）から完済まで商事法定利率年６分の割合
による遅延損害金
    (2)　損害賠償請求
　　　ア　リース契約及び売買契約の締結等
          前記１(1)アと同旨
      イ　被告の不法行為
        (ア)　故意による不法行為
          　前記(1)イ(ア)（被告の詐欺）と同旨
        (イ)　過失による不法行為
　　　　　　仮に被告の詐欺が認められないとしても，被告（ｙ部長）は，原告ら
に対し，短期間の間に本件釘打機を二重譲渡しており，被告（ｙ部長）に過失があ
ることは明らかである。
      ウ　原告らの損害
        (ア)　原告らは，被告の故意又は過失による不法行為により，本件売買契
約１・２を締結させられ，本件釘打機の売買代金を支払った。そして，原告らは，
甲がリース料の支払途中で破産宣告を受けたことにより，リース料の一部しか回収
することができず，損害を被った。
　　　　(イ)　そして，原告らは，前記(1)ウ（原告らの売買代金返還請求権）記載
のとおり，甲からリース料の一部を回収しており，これを本件釘打機の売買代金
（本体価格）から控除した残額は，原告Ａが４２４１万６２００円，原告Ｂが３６
６９万７０００円であって，原告らはそれぞれ同額の損害を被った。
      エ　結  論
          よって，原告らは，被告に対し，次の各金員の支払を求める。
        (ア)　原告Ａの請求
            損害賠償金４２４１万６２００円，及びこれに対する平成１２年７月
１５日（本件売買契約１の取消しの翌日）から完済まで民法所定年５分の割合によ
る遅延損害金
        (イ)　原告Ｂの請求



            損害賠償金３６６９万７０００円，及びこれに対する平成１２年７月
１５日（本件売買契約２の取消しの翌日）から完済まで民法所定年５分の割合によ
る遅延損害金
  ２　被告（請求原因に対する認否，反論）
    (1)　請求原因(1)（不当利得返還請求）について
      ア　請求原因(1)ア（リース契約及び売買契約の締結等）について
        (ア)　請求原因(1)ア(ア)（原告Ａ関係）について
          ａ　同(1)ア(ア)ａ（本件リース契約１の締結）は知らない。
　　　　　ｂ　同(1)ア(ア)ｂ（本件売買契約１の締結等）について
　　　　　　(ａ)　認　否
　　　　　　　ⅰ　同(1)ア(ア)ｂ(ａ)は知らない。
            　ⅱ　同(1)ア(ア)ｂ(ｂ)のうち，売買契約締結日，引渡日を否認し，
その余は認める。
            　ⅲ　同(1)ア(ア)ｂ(ｃ)は否認する。
            　ⅳ　同(1)ア(ア)ｂ(ｄ)は認める。
　　　　　　(ｂ)　反　論
　　　　　　　　被告（ｙ部長）は，平成６年９月よりも前に，原告Ａ及び甲か
ら，乙の販売店である丙からリース物件を購入し，それを原告Ａに売却したことに
してくれと頼まれ，それを承諾した。
                すると，原告Ａは，平成６年１０月１日，被告に対し，リース物
件の引渡しを受けたと報告し，甲の原告Ａ宛のリース物件受領書（甲２）の写しを
届けてくれた。
            　　そして，原告Ａは，平成６年１０月３１日，被告に対し，リース
物件の売買代金１億０３９９万９１００円（本体価格１億００９７万円，消費税３
０２万９１００円）を支払った（乙７の１）。
                そこで，被告は，平成６年１０月３１日，丙に対し，リース物件
の仕入れ代金１億０２９５万９１０９円を支払った（乙７の２）。
        (イ)　請求原因(1)ア(イ)（原告Ｂ関係）について
          ａ　同(1)ア(イ)ａ（本件リース契約２の締結）は知らない。
　　　　　ｂ　同(1)ア(イ)ｂ（本件売買契約２の締結等）について
　　　　　　(ａ)　認　否
　　　　　　　ⅰ　同(1)ア(イ)ｂ(ａ)は知らない。
　　　　　　　ⅱ　同(1)ア(イ)ｂ(ｂ)のうち，売買契約締結日，引渡日を否認し，
その余は認める。
            　ⅲ　同(1)ア(イ)ｂ(ｃ)は否認する。
            　ⅳ　同(1)ア(イ)ｂ(ｄ)は認める。
　　　　　　(ｂ)　反　論
            　　被告（ｙ部長）は，平成６年５月ころ，甲及び原告Ｂから，丙か
らリース物件を購入し，それを原告Ｂに売却したことにしてくれと頼まれ，それを
承諾した。
                すると，原告Ｂは，平成６年７月２０日，被告に対し，甲がリー
ス物件の引渡しを受けたと報告し，甲の原告Ｂ宛のリース物件受領書（甲９）の写
しを届けてくれた。
　　　　　　　　そして，原告Ｂは，平成６年７月２９日，被告に対し，本件釘打
機の売買代金９２７０万円（本体価格９０００万円，消費税２７０万円）を支払っ
た（乙２の２，乙３の３）。
                そこで，被告は，平成６年１０月３１日，丙に対し，リース物件
の仕入れ代金８７４０万円を支払った（乙４，５）。
      イ　請求原因(1)イ（被告らの詐欺，原告らの契約解除等）について
        (ア)　請求原因(1)イ(ア)（被告の詐欺）について
　　　　　ａ　認　否
　　　　　　　請求原因(1)イ(ア)ａは認めるが，同ｂないしｄは否認ないし争う。
          ｂ　反　論
          　(ａ)　被告（ｙ部長）は，平成６年当時，本件売買契約１・２の対象
が同一物件（同一の本件釘打機）であることは知らなかった。
　　　　　　(ｂ)　被告（ｙ部長）は，平成１０年に甲が破産宣告を受けて倒産
し，原告らからの報告により初めて，原告らに本件釘打機を二重譲渡していたこと
を知った。



        (イ)　請求原因(1)イ(イ)（原告らの契約解除・取消等）について
          ａ　同(1)イ(イ)ａ（契約解除）のうち，同(1)イ(イ)ａ(ａ)は認める
が，同(1)イ(イ)ａ(ｂ)は知らない。
          ｂ　同(1)イ(イ)ｂ（契約取消し）のうち，同(1)イ(イ)ｂ(ｃ)は認める
が，同(1)イ(イ)ｂ(ａ)(ｂ)は否認ないし争う。
      ウ　請求原因(1)ウ（原告らの売買代金返還請求権）について
　　　　(ア)　同(1)ウ(ア)（本件釘打機の売却処分）は知らない。
        (イ)　同(1)ウ(イ)（売買代金残額）は不知ないし争う。
    (2)　請求原因(2)（損害賠償請求）について
      ア　請求原因(2)ア（リース契約及び売買契約の締結等）について
        　請求原因(2)アについての認否は，前記２(1)アと同旨
      イ　請求原因(2)イ（被告の不法行為）は否認ないし争う。
　　　　(ア)　本件売買契約１・２は，いずれも，原告らの都合により，事実上検
収が売買に先行して行われ，被告に検収義務が免除されていた。したがって，本件
釘打機の二重譲渡を回避することは，原告らの発注方法が改められない限り，被告
にとっても避けることのできない不可抗力な事実であり，被告には故意も過失も存
在しない。
        (イ)　被告の原告らへの本件釘打機の二重譲渡について，仮に被告に何ら
かの過失責任があるとしても，本件売買契約１に先行する本件売買契約２は正常で
あり，被告には，原告Ｂに対する関係で二重譲渡の過失責任はない。
      ウ　請求原因(2)ウ（原告らの損害）は不知ないし争う。
  ３　被告（抗弁）
　　(1)　消滅時効
      ア　売買契約上の債権の消滅時効
          原告らの本件売買契約１・２上の被告に対する債権は，最後の取引が行
われた平成６年１１月８日から本件訴えの提起があった平成１２年１２月２日まで
に５年を経過している。したがって，原告らが被告に対し，本件売買契約１・２に
関して何を主張しても，原告らの被告に対する債権（これは商事債権である）は時
効で消滅している。
　　　　　そこで，被告は，上記消滅時効を援用する。
      イ　不法行為による損害賠償債権の消滅時効
          不法行為による損害賠償債権は３年で消滅時効が完成する。被告の平成
６年４月２０日から１１月８日までの取引のうち，どれが二重譲渡と主張されて
も，原告らの被告に対する不法行為による損害賠償債権は，時効により消滅した。
    (2)　過失相殺
        原告らが，リース物件（本件釘打機）の二重譲渡の発生を売買の仕組みと
して避けたいと思うなら，被告に対し，余裕をもって数日前に，メーカー（乙）か
らリース物件が届く日時と検収日を予告し，被告もメーカーからの入荷に立ち会っ
て，甲がどのようなリース物件を納入したのか，チェックする機会を与えるべきで
ある。
　　　　そうだとすると，二重譲渡の危険を避けるため，被告に上記チェックをす
る機会を与えなかった原告らの過失は大きく，仮に被告に何らかの過失による不法
行為責任があったとすると，原告らの上記過失と相殺すべきである。
  ４　原告ら（抗弁に対する認否，反論）
    (1)　消滅時効について
　　　　抗弁(1)ア（売買契約上の債権の消滅時効），同(1)イ（不法行為による損
害賠償債権の消滅時効）はいずれも争う。
    (2)　過失相殺について
        抗弁(2)（過失相殺）は争う。
　　　　原告らには，本件リース物件（釘打機）の引渡しについて，それが真に行
われたか否かを調査すべき義務はなく，被告に対し，本件リース物件の検収を要請
すべき義務もない。したがって，原告らには過失が認められず，本件において過失
相殺の余地はない。
　　　　　　　　　　理          　　由
第１　争いのない事実
  　次の事実は，当事者間に争いがない。
　１　請求原因(1)ア(ア)ｂ(ｂ)（本件売買契約１の締結－ただし，売買契約締結
日，引渡日を除く）



　２　請求原因(1)ア(ア)ｂ(ｄ)（本件釘打機の売買代金の支払）
　３　請求原因(1)ア(イ)ｂ(ｂ)（本件売買契約２の締結－ただし，売買契約締結
日，引渡日を除く）
　４　請求原因(1)ア(イ)ｂ(ｄ)（本件釘打機の売買代金の支払）
  ５　請求原因(1)イ(ア)ａ（二重リース，二重売買）
  ６　請求原因(1)イ(イ)ａ(ａ)（甲の破産宣告）
　７　請求原因(1)イ(イ)ｂ(ｃ)（詐欺を理由とする本件売買契約１・２の取消し）
第２　事実の認定
    前記第１の争いのない事実に，証拠（甲１～１０，甲１４～２７〔枝番を含
む〕，乙１～１０〔枝番を含む〕，乙１９の１・２，乙２０の５，乙２２，乙２
３，証人ｙ）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。
　１　本件リース契約１・２の締結等
    (1)　原告Ａ関係
　　　　原告Ａは，平成６年２月２０日，甲との間で，次の内容の本件リース契約
１を締結した（甲１）。
　　　・　リース物件　　本件釘打機
      ・　リース期間　　１０８か月
　　　・　リース料　　月額１２７万２８００円（別途月額３万８１８４円の消費
税）
      ・　支払期日　　初回リース料は本件リース物件引渡時，２回目以降は本件
釘打機引渡しの翌月から毎月１日
    (2)　原告Ｂ関係
　　　　原告Ｂは，平成６年３月２７日，甲との間で，次の内容の本件リース契約
２を締結した（甲５）。
　　　・　リース物件　　本件釘打機
      ・　リース期間　　１０８か月
　　　・　リース料　　月額１１３万４０００円
      ・　支払期日　　初回リース料は本件釘打機引渡時，２回目以降は本件釘打
機引渡しの翌月から毎月１１日
　　(3)　二重リース
        本件リース契約１・２のリース物件はいずれも同一の本件釘打機であり，
本件リース契約１・２は二重リースである。
  ２　本件売買契約１・２の締結等
    (1)　原告Ｂ関係
      ア  原告Ｂは，本件リース契約２に基づき，本件釘打機を購入することにな
った。本件釘打機の購入先は，当初は，甲の希望により乙とされていたが，その
後，甲からの要望により，平成６年５月１日，被告から本件リース物件を購入する
ものと変更された（甲６）。
　　　イ　そこで，原告Ｂは，平成６年７月２０日，被告との間で，次のとおり本
件売買契約２を締結した（甲７，甲８，乙２の１・２）。
        ・　目的物　　本件釘打機
        ・　代金額　　９２７０万円（本体価格９０００万円，消費税２７０万
円）
　　　　・　引渡場所　　甲の西紀工場
　　　ウ　甲は，平成６年７月２０日，原告Ｂに対し，甲の西紀工場で本件釘打機
の引渡しを受けたと報告し，本件釘打機の物件受領書（甲９）を差し入れた。その
結果，本件リース契約２は，平成６年７月２０日から発効した。その終期は平成１
５年７月１９日である（甲５，甲９）。
　    エ　原告Ｂの担当社員であったｂは，平成６年７月２６日，甲の西紀工場ま
で出向き，本件釘打機が同工場に納入されていることを確認し，本件釘打機の所有
権が原告Ｂにあることを示すシールを本件釘打機に貼り付けたうえ，本件釘打機の
写真（甲２０）を撮影した（甲２７）。
      オ　以上の経過を経て，原告Ｂは，平成６年７月２９日，被告に対し，本件
釘打機の売買代金９２７０万円（本体価格９０００万円，消費税２７０万円）を支
払った（乙２の２，乙３の３）。
    (2)　原告Ａ関係
      ア  原告Ａは，本件リース契約１に基づき，本件釘打機を購入することにな
った。本件釘打機の購入先は，当初は，甲の希望により乙とされていたが，その



後，甲からの要望により，平成６年９月２２日，被告から本件釘打機を購入するも
のと変更された（乙１０）。
　　　イ　そこで，原告Ａは，平成６年９月下旬，被告との間で，次のとおり本件
売買契約１を締結した（甲３，甲４，乙１９の１・２）。
        ・　目的物　　本件釘打機
        ・　代金額　　１億０３９９万９１００円（本体価格１億００９７万円，
消費税３０２万９１００円）
        ・　引渡場所　　甲の西紀工場
      ウ　甲は，平成６年９月下旬，原告Ｂに対し，甲の西紀工場で本件釘打機の
引渡しを受けたと報告し，本件釘打機の物件受領書（甲２）を差し入れた。その結
果，本件リース契約２は，平成６年１０月１日から発効した（甲２）。
　    エ　原告Ａの担当社員であったａは，平成６年１０月１日，甲の西紀工場ま
で出向き，本件釘打機が同工場に納入されていることを確認した。原告Ａが本件釘
打機に貼り付けていたシールは，同日までに甲によって剥がされていた。
　　　　　ａは，本件釘打機の所有権が原告Ａにあることを示すシールを本件釘打
機に貼り付けたうえ，本件釘打機の写真（甲１９）を撮影した。
      オ　以上の経過を経て，原告Ａは，平成６年１０月３１日，被告に対し，本
件釘打機の売買代金１億０３９９万９１００円（本体価格１億００９７万円，消費
税３０２万９１００円）を支払った（甲３，甲４，乙６，乙７の１）。
    (3)　二重売買
　　　　本件売買契約１・２の対象物はいずれも同一の本件釘打機であり，本件売
買契約１・２は二重売買である。
　　　　被告は，同一の本件釘打機について，平成６年７月２０日，原告Ｂとの間
で本件売買契約２を締結し，同年７月２９日，原告Ｂから売買代金９２７０万円を
受領し，さらに，平成６年９月下旬，原告Ａとの間で本件売買契約１を締結し，同
年１０月３１日，原告Ａから売買代金１億０３９９万９１００円を受領しているの
である。
  ３　甲の悪巧み，被告の巨額の利益
　　(1)　甲の悪巧み
　　　　甲は，平成６年，本件釘打機を乙から購入するに当たり，リース会社を騙
して二重リースを組むことにより，リース会社から支払われる本件釘打機の購入代
金の重複分を自社の資金繰りに充てようと企てた。そして，甲は，その具体的な方
法として，次のアないしオのようなことを考えつき，被告の賛同も得て（ただし，
被告に二重リース，二重売買の故意があったか否かは，後記第３で検討する。），
それを実行に移した。
　　　ア　甲は，乙から本件釘打機を購入する。本件釘打機の購入には，原告らの
リース（二重リース）を利用する。乙と原告らリース会社との売買には，その間に
丙（乙９，甲のダミー会社）や被告を関与させる。
　　　イ　丙は，平成６年７月２０日頃，乙から本件釘打機を購入した。そして，
平成６年７月２０日頃及び同年９月下旬の二回にわたり，丙が被告に本件釘打機を
売却し（二重売買），被告が原告Ｂ及び原告Ａに本件釘打機を売却した（二重売
買）。
　　　ウ　原告Ｂは，平成６年７月２９日，被告に対し，本件釘打機の売買代金９
２７０万円（本体価格９０００万円，消費税２７０万円）を支払った（乙２の２，
乙３の３）。その中から，被告は，平成６年９月２５日，丙に対し，本件釘打機の
仕入れ代金８７４０万円を支払った（乙４，乙５，乙２０の５）。
      エ　原告Ａは，平成６年１０月３１日，被告に対し，本件釘打機の売買代金
１億０３９９万９１００円（本体価格１億００９７万円，消費税３０２万９１００
円）を支払った（乙６，乙７の１）。その中から，被告は，平成６年１０月３１
日，丙に対し，本件釘打機の仕入れ代金１億０２９５万９１０９円を支払った（乙
７の２，乙８の１・２）。
　　　オ　丙は，乙に対し，本件釘打機１台分の仕入れ代金を支払っただけであ
る。したがって，丙（甲のダミー会社）の手元には，本件釘打機のもう１台分の売
買代金が残り，甲はこれを自社の資金繰りに利用した。
    (2)　被告の巨額の利益
      ア　被告は，原告Ｂとの前記(1)ウの本件釘打機取引により，原告Ｂから受領
した売買代金９２７０万円と，丙に支払った仕入れ代金８７４０万円との差額金５
３０万円の利益をあげた。



　　　　　さらに，被告は，原告Ａとの前記(1)エの本件釘打機取引により，原告Ａ
から受領した売買代金１億０３９９万９１００円と，丙に支払った仕入れ代金１億
０２９５万９１０９円との差額金１０３万９９９１円の利益をあげた。
　　　イ　このように，被告は，甲の求めに応じて，本件釘打機の売買取引に名前
を貸すだけで，一瞬のうちに，６３３万９９９１円もの巨額な利益を労せずして取
得したのである。
　　　　　被告も，甲の企てに名前を貸しただけで，被告が６３３万９９９１円も
の利益をあげた事実自体は認めている。
  ４　原告らの損害
　　(1)　甲の倒産等
    　ア　甲は，平成１０年７月３１日，大阪地方裁判所で破産宣告を受けた（甲
１０）。そこで，原告Ｂは平成１０年８月５日付の内容証明郵便（甲１５）で，原
告Ａは同年８月７日付の内容証明郵便（甲１４）で，甲の破産管財人に対し，本件
リース契約１・２を解除する旨の意思表示をした。
　　　イ　なお，原告らは，甲の破産宣告を契機として，本件リース物件（本件釘
打機）の調査・確認を行った結果，平成１０年９月ころ，前記１ないし３の二重リ
ース，二重売買の事実を知るに至った（甲２６，甲２７）。
　　(2)　本件釘打機の売却処分
　　　　原告Ａは，平成１２年１月２６日，甲の破産管財人の了解を得て本件釘打
機の返還を受け，これを丁に１万円で売却した（甲１６）。そして，原告らは，上
記売却代金を折半して，各５０００円を未払リース料残債権の返済に充当した。
    (3)　原告らの損害額
      ア　原告Ａの損害額は，売買代金額（本体価格）１億００９７万円から回収
済リース料５８５５万３８００円（甲１７）を控除した残額４２４１万６２００円
である。
　　　イ　原告Ｂの損害額は，売買代金額（本体価格）９０００万円から回収済リ
ース料５３３０万３０００円（甲１８）を控除した残額３６６９万７０００円であ
る。
第３　被告の詐欺の検討
  １　詐欺の疑い
　　　次の(1)ないし(3)の事実に照らせば，被告（ｙ部長）は，遅くとも，原告Ａ
との間で本件売買契約１を締結した平成６年９月下旬の時点では，本件釘打機の売
買が二重売買である事実を知っていたのではないか，すなわち，少なくとも本件売
買契約１は被告（ｙ部長）の詐欺によるものではないかとの疑いがある。
    (1)　労せずに巨額の利益を取得
　　　　被告は，甲の求めに応じて，本件釘打機の売買取引に名前を貸すだけで，
一瞬のうちに，６３３万９９９１円もの巨額の利益を労せずして取得している（前
記第２の３(2)イ）。
　　　　被告（ｙ部長）は，本件売買契約１・２に名前を貸すだけで，一瞬のうち
に，５３０万円と１０３万９９９１円の利益をあげることができるのであるから，
甲が持ちかける話しには何かからくりはないかと疑い，この取引に問題はないかを
確認するために，少なくとも関係書類を精査することが必要であり，場合によれ
ば，売買目的物件（本件釘打機）の引渡しにも立ち会ったりするのが，本件釘打機
の売主として当然に行うべきことであったといえる。
　　　　ところが，被告（ｙ部長）は，これらの当然行うべき行動は何もとらず，
甲から求められて，本件釘打機の売買取引にただ名前だけ貸して，合計６３３万９
９９１円もの利益を労せずして取得している。
　　　　これでは，被告（ｙ部長）が，甲から二重リース，二重売買という違法な
取引への協力を求められ，二重リース，二重売買であることを知りながら，被告の
名前だけ貸してそれに協力し，その報酬として，被告は甲から高額の利益を取得し
たのではないか，と疑わざるを得ない。
    (2)　購入者，仕入れ先，製造元等が同一の特殊な高額物件
        本件リース物件は，乙製のプレハブ用パネル釘打機ライン装置という極め
て特殊な機械装置であり，頻繁にリースが利用されているありふれた機械装置では
ない。しかも，その売買代金は，９２７０万円（原告Ｂ分），１億０３９９万９１
００円（原告Ａ分）という巨額である。
　　　　被告（ｙ部長）は，この特殊な高額物件について，わずか２か月余りの間
に，２回にもわたって丙から仕入れて，原告Ｂ，原告Ａに売却したのである。この



ように，本件釘打機が極めて特殊な機械装置であり，しかもその購入者，製造元，
仕入れ先，引渡場所がいずれも同一である。
　　　　通常であれば，少なくとも２回目の売買契約（原告Ａとの間の本件売買契
約１）の時点で，「あ！，この売買物件（本件釘打機）は，先に原告Ｂに売却した
物件（本件釘打機）と同一物ではないか！。」と気付く筈である。
        ところが，被告（ｙ部長）は，不思議なことに，甲が破産宣告を受け，原
告らから報告を受けるまで，本件売買契約１・２の対象物が同一物であることに気
付かなかったという。被告（ｙ部長）の弁解どおりだとすると，誠に不可解な話し
である。
    (3)　ほぼ同一内容の見積書の作成
        被告（ｙ部長）は，平成６年７月２０日頃，原告Ｂに対する本件釘打機の
見積書（甲２１，別紙(1)）を作成してから，わずか３か月弱後の同年１０月１０日
頃にも，原告Ａに対する見積書（甲３，別紙(2)）を作成している（証人ｙ）が，前
記各見積書の記載内容は，別紙(1)(2)を比較検討すれば明らかなように，ほぼ同一
のものとなっている。
        このように，被告（ｙ部長）は，わずか３か月弱の短期間内に，ほぼ同一
内容の見積書を２回にわたり作成しており，このことは，被告（ｙ部長）が，本件
売買契約１・２の目的物（すなわち，本件釘打機）が同一物であることを知りなが
ら，本件売買契約１・２を締結し，上記各見積書を作成したことを窺わせる有力な
間接事実と評価できる。
  ２　詐欺の立証の不十分
    (1)  客観的な証拠不足
　　　　しかし，被告（ｙ部長）が，本件売買契約１・２の締結当時，本件売買契
約１・２の対象物が同一物（同じ本件釘打機）であり，本件売買契約１・２は二重
譲渡であることを知っていたとすると，被告（ｙ部長）は，甲の担当者と共謀の
上，高額詐欺という重大犯罪を敢行していたことになる。
　　　　ところで，被告は，平成６年当時も現在も，年間売上高が１００億円から
２００億円で，従業員が１３０人から１５０人も擁する中堅企業であり，ｙ部長
は，平成６年当時も現在も，被告会社のナンバー３の地位にある人物である（証人
ｙ）。
　　　　確かに，前記１で検討したように，被告（ｙ部長）が詐欺の共犯者である
疑いがあることは間違いない。しかし，上記のような信用のある企業のトップクラ
スの地位にある人物（ｙ部長）が，売買対象物が違法な二重譲渡であることを知り
ながら，本件売買契約１・２を締結し，高額詐欺という重大犯罪を敢行したと認め
るには，前記１で検討した事実だけでは，いま一つ客観的な証拠不足の感が否めな
い。
    (2)　多数の同種取引による注意の散漫
      ア  ｙ部長の証言等
　　　　　ｙ部長は，次のとおり証言し，陳述（乙２２，２３）している。
        (ア)　ｙ部長が，平成６年正月，甲を訪ねた際に，甲の社長から，「今年
は，西紀工場を完成させ，多数の工場機械をリースで購入する。その際には，被告
にも取引の中に入ってもらい，儲けてもらうつもりである。」と言われた。
        (イ)　本件売買契約１・２もその一環である。被告（ｙ部長）は，本件売
買契約１・２以外にも，次の各取引に名前だけ加わり，労せずして多額の利益を得
ている。
        　ａ　被告は，平成６年４月２０日締めで，丙から低圧塗装ライン等を２
４７０万５９００円で仕入れ，それを原告Ｂに２５４７万円で売却した（乙１３の
１）。
        　ｂ　被告は，平成６年４月２０日締めで，丙から門型値クレーンを８４
１万２８１０円で仕入れ，それを原告Ｂに８６７万３０００円で売却した（乙１３
の２）。
        　ｃ　被告は，平成６年４月２０日締めで，丙から床パネル製作機を２８
７７万９９００円で仕入れ，それを原告Ｂに２９６７万円で売却した（乙１３の
３）。
        　ｄ　被告は，平成６年５月２０日締めで，丙からシャープカッター外を
２５３９万４６００円で仕入れ，それを原告Ｂに２６１８万円で売却した（乙１４
の１）。
        　ｅ　被告は，平成６年５月２０日締めで，丙から溶接装置を３３９５万



円で仕入れ，それを原告Ｂに３５００万円で売却した（乙１４の２）。
        　ｆ　被告は，平成６年６月１０日締めで，丙からフォークリフトを７０
６万１６００円で仕入れ，それを原告Ｂに７２８万円で売却した（乙１４の３）。
        　ｇ　被告は，平成６年６月１０日締めで，丙から自動溝突き機を３５８
万９０００円で仕入れ，それを戊に３７０万円で売却した（乙１５の１）。
        　ｈ　被告は，平成６年６月１０日締めで，丙からロータリーバンドリー
を３６５万６９００円で仕入れ，それを戊に３７７万円で売却した（乙１５の
２）。
        　ｉ　被告は，平成６年７月１８日締めで，丙から土台成型機外を４８５
０万円で仕入れ，それを戊に５０００万円で売却した（乙１５の３）。
      イ　ｂの陳述
　　　　　ｂ（原告Ｂの担当者）は，下記のとおり陳述している（甲２７）。
                          記
          甲の社長は，平成６年４月，原告Ｂ（担当者，ｂ）に対し，次の(ア)の
とおり申し入れ，次の(イ)のとおり述べていた。
        (ア)　本件釘打機の仕入れ先を，乙から被告に変更してほしい。
        (イ)　被告は，建築資材の取引では，神戸を中心とした地域で有力な業者
である。甲としては，被告をリース物件の取引に入れることで利潤を得させ，これ
をきっかけにして，被告を通じて甲の販路を拡大したい。
      ウ　まとめ
　　　　　前記ア（ｙ部長の証言等），イ（ｂの陳述）によると，次の(ア)の事実
が認められ，次の(イ)のように考えることもできる。
　　　　(ア)　被告（ｙ部長）は，平成６年当時，甲の社長から誘いを受け，甲の
西紀工場に備え付ける工場機械のリース取引に被告にも入ってもらい，儲けてもら
うと言われて，それを承諾した。その結果，被告は，本件売買契約１・２以外に
も，丙とリース会社との多数の取引に名前だけ加わり，多額の利益をあげている。
        (イ)　そして，被告（ｙ部長）は，平成６年当時，丙とリース会社との多
数の取引に名前だけ加わっているので，各取引についての注意，関心が散漫とな
り，本件売買契約１・２の対象物が同一（本件釘打機）であることに気づかなかっ
たとしても，必ずしも不自然，不合理なことではない。
    (3)　まとめ
　　　　以上の(1)（客観的な証拠不足），(2)（多数の同種取引による注意散漫）
の認定判断を総合すると，被告（ｙ部長）には，本件売買契約１・２の対象物が同
一物（本件釘打機）であること，すなわち，本件売買契約１・２が二重譲渡である
ことを予め知っており，被告（ｙ部長）には詐欺の故意があったと認めるには，未
だ立証が不十分であるといわざるを得ない。
　３　小　括
      以上の次第で，被告の詐欺が認められないので，原告ら主張の不当利得返還
請求（請求原因(1)），同不法行為（請求原因(2)）のうちの故意によるものは，そ
の余について判断するまでもなく理由がない。
第４　被告の過失責任の検討
  １　二重売買と不法行為責任，過失相殺
      売主が二人の買主に同一物件を二重に売買したところ，二重売買により後の
買主が損害を被った場合，売主が二重売買をしたことに故意はないが過失がある場
合には，売主は後の買主に対し，不法行為による損害賠償責任がある。
      そして，後の買主が，売買契約当時，二重売買であることに気付かず，気付
かなかったことに過失がある場合には，後の買主の売主に対する損害賠償額の認定
に当たり，過失相殺が問題となる。
      そこで，被告が原告Ａに本件釘打機を二重譲渡したことについて，被告に過
失があったか否か，原告Ａが二重譲渡を見過ごしたことに過失があり，過失相殺を
すべきかについて，以下検討する。
  ２　被告の過失責任の検討
      次の(1)(2)(3)の事実に照らせば，被告が原告Ａとの間で本件売買契約１を締
結し，同原告に対し本件釘打機を二重譲渡したことについて，被告には不法行為上
の過失があったことは明らかである。
    (1)　労せずに巨額の利益を取得（前記第３の１(1)）
    (2)　購入者，仕入れ先，製造元等が同一の特殊な高額物件（前記第３の
１(2)）



    (3)　ほぼ同一内容の見積書の作成（前記第３の１(3)）
  ３　過失相殺の検討
　　(1)　本件リース取引の実情からの検討
      ア　事実の認定
　　　　　証拠（甲２，甲９，甲１９，甲２０，甲２６，甲２７）及び弁論の全趣
旨によると，次の事実が認められる。
　　　　(ア)　一般的なリース取引の実情
        　　本件のような機械のリース取引においては，リース会社がリース物件
の納入の場に立ち会うことは殆どない。
        　　すなわち，リース物件は，通常，売主（本件では被告）から物件使用
者（リース契約の賃借人，本件では甲）に直接納入され，使用者において機械の試
運転や調整を行い，リース物件に問題がないと判った段階で，使用者からリース会
社に「リース物件の検収をされたい」旨の連絡を行う。
            しかる後に，リース会社の担当者がリース物件の納入先に赴いて，同
物件の写真を撮ったり，同物件にリース会社の所有権を示すシールを貼ったりし
て，同物件の検収を行うものである。
　　　　(イ)　本件リース取引の実情
            原告らは，本件リース取引においても，次のとおり，甲から「リース
物件の検収をされたい」旨の連絡を受け，本件釘打機の検収を行っている。
　　　　　ａ　原告Ｂの場合
　　　　　　　甲は，平成６年７月２０日，原告Ｂに対し，甲の西紀工場で本件釘
打機の引渡しを受けたと報告し，本件釘打機の物件受領書（甲９）を差し入れた。
　    　　　　そこで，原告Ｂの担当社員（ｂ）は，平成６年７月２６日，甲の西
紀工場まで出向き，本件釘打機が同工場に納入されていることを確認し，本件釘打
機の所有権が原告Ｂにあることを示すシールを本件釘打機に貼り付けたうえ，本件
釘打機の写真（甲２０）を撮影した。
      　　ｂ　原告Ａの場合
　　　　　　　甲は，平成６年９月下旬，原告Ａに対し，甲の西紀工場で本件釘打
機の引渡しを受けたと報告し，本件釘打機の物件受領書（甲２）を差し入れた。
　    　　　　そこで，原告Ａの担当社員（ａ）は，平成６年１０月１日，甲の西
紀工場まで出向き，本件釘打機が同工場に納入されていることを確認した。
　　　　　　　ところで，原告Ａが本件釘打機に貼り付けていたシールは，同日ま
でに，甲によって剥がされていた。
　　　　　　　そのため，ａは，本件釘打機が原告Ｂ所有のリース物件であること
に気付かず，本件釘打機の所有権が原告Ａにあることを示すシールを本件釘打機に
貼り付けたうえ，本件釘打機の写真（甲１９）を撮影した。
      イ　検　討
        (ア)　前記ア(ア)の認定事実によると，リース会社は，リース物件に瑕疵
がないことが使用者の検査等により判明した後に，その旨の連絡を受けてからリー
ス物件の検収をすれば足りるものであり，わざわざリース物件納入の現場に立ち会
うまでの注意義務はない。
        (イ)　したがって，原告Ａとしても，本件釘打機が誰から甲に引き渡され
たかについては，知りうる立場にはない。原告Ａは，甲から，本件釘打機の引渡し
を受けたとの報告を受けたことから，現地まで出向いてそれを確認した上で，その
報告をそのまま信頼していたにすぎない（前記ア(イ)ｂ）。
            しかも，原告Ａの検収時には，原告Ｂが本件釘打機に貼付してたシー
ルが剥がされており，本件釘打機が原告Ｂ所有のリース物件であることを知り得な
かったものである（前記ア(イ)ｂ）。
        (ウ)　以上によると，原告Ａが，被告に対し，本件釘打機が甲に引き渡さ
れる日時と検収日を予告し，被告も引渡しの場に立ち会って，どのような釘打機が
納入されるかチェックする機会を与えなかったとしても，この点につき，原告Ａに
は，過失相殺の対象となるような過失はない。
            また，原告Ａが，本件リース契約１，本件売買契約１を締結した当
時，本件リース契約１，本訴売買契約１が二重リース，二重売買であることを知ら
なかったことについても，過失相殺の対象となるような過失はない。
    (2)　物件受領書の送付について
      ア　被告は，原告Ａが被告に物件受領書（甲２）の写しを送付したことか
ら，被告が原告Ａとの間の売買取引に売主として関与したのであり，原告Ａが被告



に物件受領書（甲２）の写しを送付したことについて，過失があったと主張する。
      イ　しかし，リース会社は，リース物件の売主に対し，顧客（リース物件の
賃借人）から受領した物件受領書の写しを交付することはない。物件受領書はリー
ス契約上の書類であるから，リース会社は，何の理由もなく，第三者であるリース
物件の売主に対し，物件受領書を交付することはないからである（甲２６，甲２
７）。
      　　本件でも，原告Ａが被告に物件受領書（甲２）の写しを送付した事実は
認められない。
      ウ　したがって，原告Ａが被告に物件受領書（甲２）の写しを送付したこと
を前提に，原告Ａにも過失があるという被告の前記アの主張も採用できない。
　　(3)　まとめ
　　　　以上によると，Ａには，本件売買契約１に関して，過失相殺の対象となる
のような過失があったものとは認められない。
第５　原告らの損害額
    以上の第１ないし第４の認定判断によると，次の事実が認められる。
  １　原告Ａは，被告の過失による不法行為により，本件売買契約１を締結させら
れ，被告に対し，本件釘打機の売買代金を支払った。そして，原告Ａは，甲がリー
ス料の支払途中で破産宣告を受けたことにより，リース料の一部しか回収すること
ができず，損害を被った。
　２　それにより原告Ａが被った損害額は，本件釘打機の売買代金（本体価格）１
億００９７万円から回収済リース料５８５５万３８００円を控除した残額４２４１
万６２００円である。
第６　消滅時効の検討
  １　売買契約上の債権の消滅時効について
    (1)　被告は，「原告Ａの本件売買契約１上の被告に対する債権は，最後の取引
が行われた平成６年１１月８日から本件訴えの提起があった平成１２年１２月２日
までに５年を経過している。したがって，原告Ａが被告に対し本件売買契約１に関
して何を主張しても，同原告の被告に対する債権（これは商事債権である。）は時
効で消滅している。」と主張する。
    (2)　しかし，本件における原告Ａの請求は，売買契約上の被告に対する債権で
はなく，被告が故意又は過失により本件釘打機を二重譲渡したことが不法行為に当
たることから発生する損害賠償請求権に基づくものである。
　　(3)　したがって，原告Ａが本訴で請求している損害賠償請求権が，売買契約上
の債権の消滅時効に服するものではなく，被告の前記(1)の主張は理由がない。
  ２　不法行為による損害賠償債権の消滅時効について
    (1)  被告は，「不法行為による損害賠償債権は３年で消滅時効が完成する。被
告の平成６年４月２０日から１１月８日までの取引のうち，どれが二重売りと主張
されても，原告Ａの被告に対する不法行為による損害賠償債権は，時効により消滅
した。」と主張する。
    (2)　しかし，原告Ａが二重リース，二重売買による損害の発生及び加害者を知
ったのは，甲の破産宣告後である平成１０年９月ころであり（前記第２の４(1)
イ），同原告は，その時点で初めて被告の不法行為による損害の発生を知ったので
ある。
    (3)　そうすると，民法７２４条により，被告の不法行為による損害賠償請求権
の消滅時効の起算点は，平成１０年９月ころであり，原告Ａは，それから消滅時効
期間の３年以内である平成１３年８月７日に，本件不法行為による損害賠償請求を
追加して求める旨の訴え変更申立をしているのであるから，同原告の被告に対する
不法行為による損害賠償債権は，未だ消滅時効にかかっていない。
第７　結　論
　１　以上によると，原告Ａの本訴請求は，下記の限度で理由があるので，これを
認容し，その余は理由がないので棄却することとし，原告Ｂの本訴請求は，いずれ
も理由がないので棄却する。
　　　　　　　　　　　　　記
      不法行為による損害賠償金４２４１万６２００円，及びこれに対する平成１
２年７月１５日（不法行為よりも後の日）から完済まで民法所定年５分の割合によ
る遅延損害金
　２　よって，主文のとおり判決する。
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